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○名寄地区衛生施設事務組合情報公開条例施行規則 

 

（平成28年３月31日規則第１号） 

 

改正  令和５年３月31日規則第３号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、名寄地区衛生施設事務組合情報公開条例（平成28年条例第２号。以下「条例」

という。）の施行について、必要な事項を定めるものとする。 

（請求書の記載事項） 

第２条 条例第６条第１項第３号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。 

（１） 請求の目的 

（２） 公文書の公開の区分 

２ 条例第６条第１項に規定する請求書の提出は、公文書公開請求書（様式第１号）により行うもの

とする。 

（決定通知書等） 

第３条 条例第12条第１項の規定による決定の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

めるところにより行うものとする。 

（１） 公文書の公開をすることと決定したとき 公文書公開決定通知書（様式第２号） 

（２） 公文書の一部について公開をすることと決定したとき 公文書一部公開決定通知書（様式

第３号） 

（３） 公文書の公開をしないことと決定したとき 公文書非公開決定通知書（様式第４号） 

２ 請求に係る公文書が存在しないことが判明したときの通知は、公文書不存在通知書（様式第５号）

により行うものとする。 

（決定期間の延長通知書） 

第４条 条例第12条第４項の規定による決定期間の延長の通知は、公文書公開決定期間延長通知書

（様式第６号）によるものとする。 

（第三者からの意見の聴取） 

第５条 条例第14条第１項の規定による第三者からの意見の聴取は、公文書公開請求に係る意見照会

書（様式第７号）及び公文書公開請求に係る意見書（様式第８号）又は公文書公開に係る意見聴取

書（様式第９号）により行うものとする。 

２ 前項の規定により第三者の意見を聴取した場合において、条例第12条第１項の決定をしたときは、

当該決定の内容を当該第三者に対し、公文書公開請求に係る決定のお知らせ（様式第10号）により

通知するものとする。 

（公開の規制） 

第６条 公文書を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、

又は改ざんしてはならない。 

２ 前項の規定に違反する者に対しては、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。 

（交付部数及び費用の額） 
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第７条 公文書の写しの交付部数は、公開請求１件につき１部とし、条例第16条第１項ただし書の規

定による公文書の写しの交付及び送付に要する費用は、次のとおりとする。 

（１） 写しの作成に要する費用 

ア 電子式複写機による写しの作成 複写物（日本産業規格Ａ４サイズまで）用紙１枚（両面

に印刷されたものについては、片面を１枚とする。）につき10円（カラーで複写され、又は

出力された用紙にあっては、20円） 

イ ア以外による写しの作成 管理者が別に定める額 

（２） 写しの送付に要する費用 当該写しの郵送に要する額 

２ 前項の費用は、前納とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限

りでない。 

（写しの作成の費用等の免除） 

第８条 条例第16条第３項の規定による費用の免除を受けようとする者は、写しの作成費用等免除申

請書（様式第11号）を、手数料の免除を受けようとする者は、審査請求に係る不服申立人の資料閲

覧等に関する手数料免除申請書（様式第12号）を、当該免除を求める理由を申請書に記載して実施

機関又は行政不服審査法（平成26年法律第68号。以下「法」という。）に基づく審理員若しくは法

第81条の規定による機関に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、条例第16条第１項ただし書の費用又は条例第16条第２項の手数料を負担する

者が、生活保護法（昭和25年法律第 144号）第11条第１項各号に掲げる扶助を受けていることを理

由とする場合にあっては、当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とす

る場合にあっては、当該事実を証明する書面を添付しなければならない。 

 （救済等の手続） 

第９条 条例第18条第１項の規定による名寄地区衛生施設事務組合情報公開・個人情報保護審査会

（以下「審査会」という。）への諮問は、公文書公開審査諮問書（様式第13号）により行うものと

する。 

２ 実施機関は、条例第18条第２項の規定による裁決をしたときは、遅滞なく公文書公開不服申立て

に係る裁決書（様式第14号）により当該不服申立者に通知するものとする。 

（開示請求の制限）  

第10条 審査会は、条例第22条第１項後段に規定する公文書又は保有個人情報は、開示することがで

きない。 

（公文書の適正な管理） 

第11条 条例第28条に規定する公文書の適正な管理を図るため、公文書の目録を、各課に備え置くも

のとする。 

（実施状況の公表） 

第12条 条例第29条の規定による実施状況の公表は、年度ごとの請求件数、公開件数、非公開件数そ

の他必要な事項について、名寄地区衛生施設事務組合公告式条例（昭和39年条例第２号）別表に定

める掲示場所に掲示して行うものとする。 

（委任） 

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。 

附 則（平成28年３月31日規則第１号） 
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 （施行期日） 

１ この規則は、行政不服審査法（平成26年法律第68号）の施行の日（平成28年４月１日）から施行

する。 

 （他の規則の準用規定） 

２ この規則の施行の日の前日までになされた処分、手続その他の行為は、名寄市情報公開条例施行

規則（平成18年名寄市規則第18号）の規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは

「管理者」と読み替えるものとする。 

附 則（令和５年３月31日規則第３号） 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第２条関係） 

公文書公開請求書 

 

年  月  日  

実施機関 

               様 

 

郵便番号  

住  所 

氏  名 

電話番号 

(連絡先) 

電話番号 

（法人その他の団体にあっては、その名称、事務所又は事務所の所在地

及び代表者の氏名） 

名寄地区衛生施設事務組合情報公開条例第６条第１項の規定により、次のとおり公文書の公開を

請求します。 

請求しようとする

公 文 書 の 件 名 

又 は 内 容 

 

請 求 の 目 的  

公 開 の 区 分 □閲覧  □視聴  □写しの交付 

担 当 課  

備 考  

注 太枠の欄のみ必要事項を記入してください。 

（該当する□欄に✓印をつけてください。） 
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様式第２号（第３条関係） 

公文書公開決定通知書 

 

名 衛 組 第  号  

年 月 日  

 

            様 

 

実施機関 

印    

 

    年 月 日付で請求のありました公文書の公開につきましては、次のとおり公開すること

に決定しましたので、名寄地区衛生施設事務組合情報公開条例第12条第２項の規定により通知しま

す。 

公文書の件名又は

内 容 
 

公 開 の 方 法 □閲覧  □視聴  □写しの交付 

公 開 の 日 時 年 月 日 

午前 

 

午後 

 時 分 

公 開 の 場 所  へお越しください。 

問 い 合 わ せ 先 

( 担 当 課 ) 

 

電話 

備 考  

注 １ 公文書の公開を受ける際に、この通知書を必ずご持参ください。 

  ２ 当日ご都合が悪い場合、その他不明な点がある場合には、あらかじめ担当課に連絡してくだ

さい。 
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様式第３号（第３条関係） 

公文書一部公開決定通知書 

名 衛 組 第  号  

年 月 日  

            様 

実施機関 

印    

 

    年 月 日付で請求のありました公文書の公開につきましては、次のとおり部分公開と決

定しましたので、名寄地区衛生施設事務組合情報公開条例第12条第２項の規定により通知します。 

公 文 書 の 件 名 

又 は 内 容 
 

公 開 の 方 法 □閲覧  □視聴  □写しの交付 

公 開 の 日 時 年 月 日 

午前 

 

午後 

 時 分 

公 開 の 場 所  へお越しください。 

公開しない部分 
（概要） 

 

一部を公開しない

理 由 

名寄地区衛生施設事務組合情報公開条例第 条に該当 

（理由） 

公開しない部分を

公開することが 

で き る 時 期 

   年 月 日以後であれば、請求に係る非公開部分を公開することができ

ますので、改めて請求してください。 

問 い 合 わ せ 先 

( 担 当 課 ) 

 

電話 

備 考  

注 １ お越しの際は、この通知書を必ずご持参ください。 

  ２ この決定に不服のある場合は、この決定のあったことを知った日の翌日から起算して３箇月

以内に実施機関に対して審査請求をすることができます。 

  ３ この決定については、この決定のあったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、

名寄地区衛生施設事務組合を被告として（訴訟において名寄地区衛生施設事務組合を代表する

者は管理者となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。 
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４ 「公開しない部分を公開することができる時期」の欄は、当該公文書の公開が可能となる時

期があらかじめ明示できる場合に記入してあります。 

５ 当日ご都合が悪い場合、その他不明な点がある場合には、あらかじめ担当課に連絡してくだ

さい。 
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様式第４号（第３条関係） 

公文書非公開決定通知書 

名 衛 組 第  号  

年 月 日  

            様 

実施機関 

印    

 

    年 月 日付で請求のありました公文書の公開につきましては、次のとおり公開しないこ

とに決定しましたので、名寄地区衛生施設事務組合情報公開条例第12条第２項の規定により通知し

ます。 

公 文 書 の 件 名 

又 は 内 容 
 

公開しない理由 
名寄地区衛生施設事務組合情報公開条例第 条に該当 

（理由） 

公開することが 

で き る 時 期 

   年 月 日以後であれば、請求に係る公文書を公開することができます

ので、改めて請求してください。 

問 い 合 わ せ 先 

( 担 当 課 ) 

 

電話 

備 考  

注 １ この決定に不服のある場合は、この決定のあったことを知った日の翌日から起算して３箇月

以内に実施機関に対して審査請求をすることができます。 

  ２ この決定については、この決定のあったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、

名寄地区衛生施設事務組合を被告として（訴訟において名寄地区衛生施設事務組合を代表する

者は管理者となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

３ 「公開することができる時期」の欄は、開示が可能となる時期があらかじめ明示できる場合

に記入してあります。 
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様式第５号（第３条関係） 

公文書不存在通知書 

 

名 衛 組 第  号  

年 月 日  

 

            様 

 

実施機関 

印    

 

    年 月 日付で請求のありました公文書の公開につきましては、次のとおり通知します。 

公文書の件名又

は 内 容 
 

通 知 内 容  

問 い 合 わ せ 先 

( 担 当 課 ) 

 

電話 

備 考  
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様式第６号（第４条関係） 

公文書公開決定期間延長通知書 

 

名 衛 組 第  号  

年 月 日  

 

            様 

 

実施機関 

印    

 

    年 月 日付で請求のありました公文書の公開につきましては、次のとおり公開の諾否の

決定を延期しましたので、名寄地区衛生施設事務組合情報公開条例第12条第４項の規定により通知

します。 

公文書の件名又は内容  

決 定 延 期 の 理 由  

条例第 1 2条第１項の 

規定による決定期間 

年 月 日から 

年 月 日まで 

延 長 す る 期 間 
年 月 日から 

年 月 日まで 

問 い 合 わ せ 先 

( 担 当 課 ) 

 

電話 

備 考  
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様式第７号（第５条関係） 

公文書公開請求に係る意見照会書 

 

名 衛 組 第  号  

年 月 日  

 

            様 

 

実施機関 

印    

 

 名寄地区衛生施設事務組合情報公開条例により公開請求がありました公文書に、下記の内容の情

報が記録されています。 

 つきましては、この情報を公開することについてのご意見をお聴きしたいと思いますので、別紙

「公文書公開請求に係る意見書」により、お知らせくださいますようお願いいたします。 

公 文 書 の 件 名  

情 報 の 内 容  

請 求 年 月 日 年 月 日 

意見書提出期限 年 月 日 

問 い 合 わ せ 先 

( 担 当 課 ) 

 

電話 

備 考  
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様式第８号（第５条関係） 

公文書公開請求に係る意見書 

 

年  月  日  

 

実施機関 

            様 

 

住  所 

氏  名 

(連絡先) 

電話番号 

 

     年  月  日付で照会のあったこのことについて、次のとおり回答します。 

公 文 書 の 件 名  

公開されることに

対 す る 意 見 
□公開されても支障がない  □公開されると支障がある 

公開されると支障

がある場合の理由 
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様式第９号（第５条関係） 

公文書公開に係る意見聴取書 

第三者 

住 所  

氏 名  

電 話  

意 見 聴 取 日 時 年 月 日 
午前 

午後 
時 分 

意 見 聴 取 の 方 法 □電話   □面接（ 来庁 ・            ） 

公 文 書 の 件 名  

意 見 聴 取 の 内 容  

聴取した意見の要旨  

意見を聴取した者 
所属  

職名           氏名           ㊞ 
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様式第10号（第５条関係） 

公文書公開請求に係る決定のお知らせ 

 

名 衛 組 第  号  

年 月 日  

 

            様 

 

実施機関 

印    

 

    年 月 日付で、公文書の公開請求についてご意見をお伺いいたしましたが、このたび次

のとおり決定しましたのでお知らせいたします。 

公 文 書 の 件 名  

決 定 の 内 容 □公開   □部分公開   □非公開 

上 記 の 理 由  

公開する場合の 

公 開 の 時 期 
年 月 日 

問 い 合 わ せ 先 

( 担 当 課 ) 

 

電話 

備 考  
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様式第11号（第８条関係） 

写しの作成費用等免除申請書 

 

年  月  日  

 

実施機関 

            様 

 

住所 

申請者 

氏名                ㊞ 

 

下記のとおり公文書の写しの作成の費用等を免除くださるよう申請いたします。 

記 

公 文 書 の 内 容  

請 求 の 区 分 
□開示  [□閲覧 □視聴 □写しの交付（□郵送希望）] 

（郵送先                  ） 

作 成 費 用 等 金 額 

作成費用等の合計金額            円 

（□写しの作成の費用等            円 

□送付に要する費用             円） 

免 除 の 区 分 □写しの作成費用等   □送付に要する費用 

免除を必要とする理由  

添 付 書 類 
□生活保護法第11条第１項各号に掲げる理由を証明する書面 

□その他の事実を理由とする場合は当該事実を証明する書面 

摘 要  
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様式第12号（第８条関係） 

審査請求に係る不服申立人の資料閲覧等に関する手数料免除申請書 

 

年  月  日  

 

（審理員・行政不服審査法第81条の規定による機関） 様 

 

住所 

申請者 

氏名                ㊞ 

 

 下記のとおり審査請求に係る不服申立人の資料閲覧等に関する手数料を免除下さるよう申請いたし

ます。 

記 

資 料 閲 覧 等 の 内 容  

請 求 の 区 分 

□審理員等が行う提出書類等の写し等の交付手数料 

□審査庁等の機関が行う主張書面等の写し等の交付手数料 

（郵送先                  ） 

手 数 料 金 額 

手数料の合計金額           円 

（□審理員等が行う提出書類等の写し等の交付手数料 

□審査庁等の機関が行う主張書面等の写し等の交付手数料） 

免 除 の 区 分 □写し等交付手数料   □送付に要する費用 

免除を必要とする理由  

添 付 書 類 
□生活保護法第11条第１項各号に掲げる理由を証明する書面 

□その他の事実を理由とする場合は当該事実を証明する書面 

摘 要  

 

  



第３類 処務 （名寄地区衛生施設事務組合情報公開条例施行規則） 

                                               

88-27 

様式第13号（第９条関係） 

公文書公開審査諮問書 

名 衛 組 第  号  

年 月 日  

名寄地区衛生施設事務組合 

情報公開・個人情報保護審査会 

会長             様 

実施機関 

印    

 

 年 月 日に請求のあった公文書の公開に関しての決定に対して不服申立てがありましたの

で、名寄地区衛生施設事務組合情報公開条例第18条第１項の規定により諮問します。 

請 求 に 係 る 

公 文 書 の 名 称 
 

当 初 に お け る 

実 施 機 関 の 

決 定 の 内 容 

 

不 服 申 立 て の 

受 理 年 月 日 
年 月 日 

不 服 申 立 て の 

趣 旨 及 び 理 由 

（趣旨） 

 

（理由） 
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様式第14号（第９条関係） 

公文書公開不服申立てに係る裁決書 

 

名 衛 組 第  号  

年 月 日  

 

            様 

 

実施機関 

印    

 

 年 月 日付で提起された公文書の公開の請求の決定に対する不服申立てについては、次の

とおり裁決しましたので、名寄地区衛生施設事務組合情報公開条例施行規則第９条第２項の規定によ

り通知します。 

公開請求に係る公

文 書 の 名 称 
 

裁 決 の 内 容  

裁 決 の 理 由  

問 い 合 わ せ 先 

（ 担 当 課 ） 

 

電話 

備 考 

 

注 この裁決については、この裁決のあったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、名寄

地区衛生施設事務組合を被告として（訴訟において名寄地区衛生施設事務組合を代表する者は管理

者となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 


